
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
昭和58年3月31日
鳥取県規則第18号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

(趣旨)
第1条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に
関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほ
か、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理施設設置許可申請)

第1条の2　法第8条第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(平16規則16・追加)

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第1条の3　省令第4条の4第1項に規定する申請書は、様式第1号の2によるものとする。

(平23規則38・追加)
(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請)

第1条の4　省令第4条の4の2に規定する申請書は、様式第1号の2の2によるものとする。
(平23規則38・追加)

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第1条の5　省令第5条の3第1項に規定する申請書は、様式第1号の2の3によるものとする。

(平16規則16・追加、平23規則38・旧第1条の3繰下・一部改正)
(一般廃棄物処理施設設置等許可証の交付)

第1条の6　総合事務所長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第
9条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第1号の3による許可証を交付するものとす
る。

(平13規則32・追加、平16規則16・旧第1条の2繰下・一部改正、平23規則38・旧第1条の4繰下・一部改
正、平24規則42・平25規則39・平30規則19・一部改正)

(一般廃棄物処理施設設置許可に係る軽微な変更等の届出)
第2条　省令第5条の4の2第1項に規定する届出書は、様式第1号の4によるものとする。

(平16規則16・全改)
(一般廃棄物処理施設設置許可証の書換え)

第2条の2　総合事務所長は、法第9条第3項に規定する届出により許可証の書換えを必要とする場合には、当該許
可証を書き換えて交付するものとする。

(平16規則16・追加、平19規則1・平19規則22・平23規則38・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)

第2条の2の2　省令第5条の5の5第1項に規定する申請書は、様式第1号の4の2によるものとする。
(平23規則38・追加)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定)
第2条の2の3　法第9条の2の4第1項の規定による認定は、様式第1号の4の3によるものとする。

(平23規則38・追加)
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

第2条の2の4　省令第5条の5の10第1項に規定する届出書は、様式第1号の4の4によるものとする。
(平23規則38・追加)

(認定熱回収施設における熱回収に関する報告)
第2条の2の5　省令第5条の5の11第1項に規定する報告書は、様式第1号の4の5によるものとする。

(平23規則38・追加)
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置に係る届出)

第2条の3　法第9条の3第1項の規定による届出は、様式第1号の5によるものとする。
(平16規則16・追加)

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置に係る変更の届出)
第2条の4　省令第5条の8に規定する届出書は、様式第1号の6によるものとする。

(平16規則16・追加)
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置に係る軽微な変更等の届出)

第2条の5　省令第5条の9の2第1項に規定する届出書は、様式第1号の4によるものとする。
(平16規則16・追加)

(一般廃棄物処理施設設置許可証の再交付の申請)
第3条　法第8条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理施設設置者」という。)は、許可証を破り、汚
し、又は失ったときは、総合事務所長に許可証の再交付を申請することができる。

2　前項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を総合事務所長に提出し
なければならない。

(平7規則36・全改、平16規則16・平19規則1・平23規則38・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(一般廃棄物処理施設設置許可証の返納)

第4条　一般廃棄物処理施設設置者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、直ちに、許可証(第1
号に該当する場合にあっては、失った許可証)を総合事務所長に返納しなければならない。
(1)　許可証の再交付を受けた者が、失った許可証を発見したとき。
(2)　当該施設を廃止したとき。
(3)　許可を取り消されたとき。

(平7規則36・全改、平19規則1・平23規則38・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付)

第4条の2　総合事務所長は、法第9条の5第1項の許可をしたときは、様式第2号の2による許可証を交付するもの
とする。

(平20規則37・追加、平23規則38・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可証の交付)



第4条の3　総合事務所長は、法第9条の6第1項の認可をしたときは、様式第2号の3による認可証を交付するもの
とする。

(平20規則37・追加、平23規則38・平25規則39・平30規則19・一部改正)
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出)

第5条　法第14条第1項又は第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)は、取り扱う法第2条
第4項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)について政令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含
有産業廃棄物若しくは水銀使用製品産業廃棄物又は同項第2号ホに規定する水銀含有ばいじん等の含有の有無
を変更した場合には、速やかに様式第3号による届出書を知事に提出しなければならない。

(平19規則1・全改、平29規則45・一部改正)
(産業廃棄物処理業等の許可証の書換え)

第5条の2　知事は、法第14条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項、法第15条の2
の6第3項において準用する法第9条第3項又は前条の規定による届出により許可証の書換えを必要とする場合に
は、当該許可証を書き換えて交付するものとする。

(平19規則22・追加、平23規則38・一部改正)
(産業廃棄物処理業等の許可証の再交付の申請)

第6条　産業廃棄物処理業者又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物
処理業者」という。)は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、知事に許可証の再交付を申請することが
できる。

2　前項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者は、様式第4号による申請書を知事に提出しなければ
ならない。

(平7規則36・旧第9条繰上・一部改正、平16規則16・平19規則1・一部改正)
(産業廃棄物処理業等の許可証の返納)

第7条　第4条の規定は、産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者について準用する。この場合にお
いて、同条第2号中「当該施設」とあるのは「当該事業の全部」と読み替えるものとする。

(平7規則36・追加)
(産業廃棄物再生利用業の指定の申請等)

第8条　省令第9条第2号又は第10条の3第2号の指定(以下「産業廃棄物再生利用業の指定」という。)を受けよう
とする者は、様式第5号による申請書を知事に提出しなければならない。

2　知事は、前項の指定の申請が、知事が別に定める基準に適合していると認めるときでなければ、産業廃棄物
再生利用業の指定をしてはならない。

3　産業廃棄物再生利用業の指定には期限を付し、又は生活の環境保全上必要な条件を付することができる。
4　知事は、産業廃棄物再生利用業の指定をしたときは、様式第6号による指定証(以下「指定証」という。)を交
付するものとする。

5　産業廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「産業廃棄物再生利用業者」という。)は、当該指定を受けた
事業の範囲の変更の指定を受けようとするときは、様式第7号による申請書を知事に提出しなければならな
い。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

6　第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。
(平7規則36・旧第11条繰上・一部改正)

(産業廃棄物再生利用業の廃止等の届出)
第9条　産業廃棄物再生利用業者は、当該指定を受けた事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、速やか
に、様式第8号による届出書を知事に提出しなければならない。

2　産業廃棄物再生利用業者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、様式第9号による届出書を知
事に提出しなければならない。
(1)　住所
(2)　氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3)　事務所又は事業場の所在地
(4)　再生利用の目的
(5)　再生利用の方法
(6)　取引関係
(7)　再生利用の用に供する施設に係る種類、数量、設置場所、能力、方式又は構造
(8)　申請者が法人である場合にあっては、法第14条第5項第2号ニに規定する役員
(9)　申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年である場合にあっては、その法定代理人
(10)　申請者に政令第6条の10で定める使用人がある場合にあっては、当該使用人

3　第2条の2の規定は、前2項の届出により指定証の書換えを必要とする場合について準用する。この場合におい
て、同条中「許可証」とあるのは「指定証」と読み替えるものとする。

(平7規則36・旧第12条繰上・一部改正、平16規則16・平19規則1・一部改正)
(指定証の再交付の申請)

第10条　産業廃棄物再生利用業者は、指定証を破り、汚し、又は失ったときは、指定証の再交付を知事に申請す
ることができる。

2　前項の規定により指定証の再交付を申請しようとする者は、様式第10号による申請書を知事に提出しなけれ
ばならない。

(平7規則36・旧第13条繰上・一部改正)
(指定の取消し等)

第11条　知事は、産業廃棄物再生利用業者が、法、政令、省令若しくはこの規則又はこれらの法令に基づく処分
に違反した場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
とができる。

(平7規則36・旧第14条繰上・一部改正)
(指定証の返納)

第12条　第4条の規定は、産業廃棄物再生利用業者について準用する。この場合において、同条中「許可証」と
あるのは「指定証」と、同条第2号中「当該施設」とあるのは「当該事業の全部」と、同条第3号中「許可」と
あるのは「指定」と読み替えるものとする。

(平7規則36・追加)
(産業廃棄物処理施設設置許可に係る許可証の書換え)



第13条　第2条の2の規定は、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定による届出について準
用する。

(平16規則16・全改、平23規則38・一部改正)
(産業廃棄物処理施設設置許可証の再交付の申請)

第14条　法第15条第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設設置者」という。)は、許可証を破り、汚
し、又は失ったときは、知事に許可証の再交付を申請することができる。

2　前項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を知事に提出しなければ
ならない。

(平7規則36・追加)
(産業廃棄物処理施設設置許可証の返納)

第15条　第4条の規定は、産業廃棄物処理施設設置者について準用する。
(平7規則36・全改)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の届出等)
第15条の2　法第15条の2の5の規定による届出は、様式第10号の2によるものとする。
2　省令第12条の7の17第4項に規定する受理書(以下「受理書」という。)は、様式第10号の2の2によるものとす
る。

3　省令第12条の7の17第5項の規定による変更等の届出は、様式第10号の2の3によるものとする。
(平16規則16・追加、平23規則38・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る受理書の書換え)
第15条の3　知事は、省令第12条の7の17第5項の規定による届出により受理書の書換えを必要とする場合には、
当該受理書を書換えて交付するものとする。

(平16規則16・追加、平23規則38・一部改正)
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る受理書の再交付の申請)

第15条の4　受理書の交付を受けた者は、受理書を破り、汚し、又は失ったときは、知事に受理書の再交付を申
請することができる。

2　前項の規定により受理書の再交付を申請しようとする者は、様式第10号の2の4による申請書を知事に提出し
なければならない。

(平16規則16・追加)
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付)

第15条の5　知事は、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可をしたときは、様式第10号の2の5に
よる許可証を交付するものとする。

(平20規則37・追加)
(産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可証の交付)

第15条の6　知事は、法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可をしたときは、様式第10号の2の6に
よる認可証を交付するものとする。

(平20規則37・追加)
(報告の徴収)

第16条　法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物(以下「特別管理産業廃棄物」という。)を排出する事業場
を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任
者となる場合を含む。)、変更し、又は解任した日から30日以内に、様式第10号の2の7による報告書を総合事
務所長に提出するものとする。

2　法第12条第13項に規定する事業者であって次に掲げるものは、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1
年間のそれぞれの事業場における産業廃棄物の処理に関し、当該産業廃棄物の種類ごとに、同項において準用
する法第7条第15項に規定する帳簿の写し(埋立処分以外の処理を行った場合にあっては、様式第10号の3によ
る報告書)を総合事務所長に提出するものとする。
(1)　法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者
(2)　産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の埋立処分を行う事業者

3　特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前
の1年間の当該事業場における特別管理産業廃棄物の処理に関し、当該特別管理産業廃棄物の種類ごとに様式
第10号の4による報告書を総合事務所長に提出するものとする。ただし、他人にその処理を委託する特別管理
産業廃棄物については、この限りでない。

4　産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間
の当該事業場における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬(積替え又は保管のための施設
に係るものに限る。)又は処分に関し、当該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに様式第10号の5に
よる報告書を総合事務所長(所管の総合事務所長がない場合にあっては、知事)に提出するものとする。ただ
し、他人に処分を委託する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(他人からの委託により産業廃棄物又は特別管
理産業廃棄物を処分した結果生じたものに限る。)であって、その処分に関し、法第12条の3第7項の報告書を
提出するものについては、この限りでない。

(平13規則32・全改、平16規則16・平19規則1・平20規則37・平23規則38・平25規則4・平25規則39・平
30規則19・平31規則31・一部改正)

(最終処分場の届出台帳の閲覧)
第17条　法第19条の12第3項の規定による届出台帳の閲覧の請求は、様式第11号により行うものとする。

(平7規則36・全改、平13規則32・平19規則1・平30規則37・一部改正)
(廃棄物再生事業者の登録の申請)

第18条　政令第17条第1項に規定する申請書は、様式第12号によるものとする。
(平7規則36・全改、平13規則32・平19規則1・一部改正)

(廃棄物再生事業者の登録証明書)
第19条　政令第19条に規定する登録証明書(以下単に「登録証明書」という。)は、様式第13号によるものとす
る。

(平7規則36・追加、平13規則32・平19規則1・一部改正)
(廃棄物再生事業者の変更の届出)

第20条　政令第20条の規定による届出は、様式第14号により行うものとする。
2　第2条の2の規定は、前項の届出により登録証明書の書換えを必要とする場合について準用する。

(平7規則36・追加、平13規則32・平19規則1・一部改正)



(廃棄物再生事業者の休廃止等の届出)
第21条　政令第21条の規定による届出は、様式第15号によるものとする。

(平7規則36・追加、平13規則32・平19規則1・一部改正)
(登録証明書の再交付の申請)

第22条　法第20条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、登録証明書を破り、
汚し、又は失ったときは、知事に登録証明書の再交付を申請することができる。

2　前項の規定により登録証明書の再交付を申請しようとする者は、様式第16号による申請書を知事に提出しな
ければならない。

(平7規則36・追加)
(登録証明書の返納)

第23条　第4条の規定は、登録廃棄物再生事業者について準用する。この場合において、同条中「許可証」とあ
るのは「登録証明書」と、同条第2号中「当該施設」とあるのは「当該事業の全部」と、同条第3号中「許可」
とあるのは「登録」と読み替えるものとする。

(平7規則36・追加)
(書類の提出等)

第24条　法、政令、省令又はこの規則の規定により知事に提出する申請書、届出書その他の書類は、正副2部と
し、所管の総合事務所長がある場合にあっては、当該総合事務所長に提出しなければならない。

(平7規則36・旧第19条繰下・一部改正、平18規則17・平25規則39・平30規則19・一部改正)
附　則

(施行期日)
1　この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(清掃法施行細則の廃止)

2　清掃法施行細則(昭和29年7月鳥取県規則第35号)は、廃止する。
(経過措置)

3　この規則の施行の際現に産業廃棄物再生利用業の指定を受けている者は、この規則の規定により産業廃棄物
再生利用業の指定を受けている者とみなす。

4　この規則の施行の際現に交付を受けている産業廃棄物処理業の許可証又は産業廃棄物再生利用業の指定証
は、この規則の規定による産業廃棄物処理業の許可証又は産業廃棄物再生利用業の指定証とみなす。

5　この規則の施行の際現に知事に提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により
提出されている申請書、届出書その他の書類とみなす。

附　則(平成7年規則第36号)
1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2　この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定によってした申請書、届出その
他の手続は、この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定によってしたも
のとみなす。

附　則(平成13年規則第32号)
1　この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2　改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に規定する様式による申請書、届出書又は請求書につ
いては、当分の間、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に規定する様式による申請書、届出
書又は請求書とみなす。

附　則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附　則(平成18年規則第17号)抄
(施行期日)

1　この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附　則(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。
附　則(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附　則(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附　則(平成23年規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附　則(平成24年規則第42号)抄

(施行期日)
1　この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附　則(平成25年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成25年規則第39号)抄
(施行期日)

1　この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附　則(平成29年規則第45号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附　則(平成30年規則第19号)抄

(施行期日)
1　この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附　則(平成30年規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附　則(平成31年規則第31号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附　則(令和元年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。

附　則(令和2年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。



様式第1号(第1条の2関係)
(平16規則16・追加、令元規則25・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00012674.rtf








様式第1号の2(第1条の3関係)
(平23規則38・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00003987.rtf


様式第1号の2の2(第1条の4関係)
(平23規則38・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00003988.rtf


様式第1号の2の3(第1条の5関係)
(平16規則16・追加、平23規則38・旧様式第1号の2繰下・一部改正、令元規則25・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00012675.rtf






様式第1号の3(第1条の6関係)
(平13規則32・追加、平16規則16・旧様式第1号繰下・一部改正、平30規則19・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00011140.rtf


様式第1号の4(第2条、第2条の5関係)
(平16規則16・追加、平25規則4・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00005367.rtf


様式第1号の4の2(第2条の2の2関係)
(平23規則38・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00003990.rtf




様式第1号の4の3(第2条の2の3関係)
(平23規則38・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00003991.rtf


様式第1号の4の4(第2条の2の4関係)
(平23規則38・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00003992.rtf


様式第1号の4の5(第2条の2の5関係)
(平23規則38・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00003993.rtf


様式第1号の5(第2条の3関係)
(平16規則16・追加、令元規則25・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00012676.rtf






様式第1号の6(第2条の4関係)
(平16規則16・追加、平23規則38・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00004028.rtf


様式第2号(第3条、第14条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001554.rtf


様式第2号の2(第4条の2関係)
(平20規則37・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001555.rtf


様式第2号の3(第4条の3関係)
(平20規則37・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001556.rtf


様式第3号(第5条関係)
(平19規則1・全改、平29規則45・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00010583.rtf


様式第4号(第6条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001558.rtf


様式第5号(第8条関係)
(平16規則16・全改、令元規則25・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00012677.rtf






様式第6号(第8条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001560.rtf


様式第7号(第8条関係)
(平16規則16・全改、令元規則25・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00012678.rtf






様式第8号(第9条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001562.rtf


様式第9号(第9条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・平16規則16・令元規則25・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00012673.rtf


様式第10号(第10条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001564.rtf


様式第10号の2(第15条の2関係)
(平16規則16・追加、平23規則38・令2規則51・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00013674.rtf




様式第10号の2の2(第15条の2関係)
(平16規則16・追加、平23規則38・令2規則51・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00013676.rtf


様式第10号の2の3(第15条の2関係)
(平16規則16・追加、平23規則38・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00004035.rtf


様式第10号の2の4(第15条の4関係)
(平16規則16・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001568.rtf


様式第10号の2の5(第15条の5関係)
(平20規則37・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001569.rtf


様式第10号の2の6(第15条の6関係)
(平20規則37・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001570.rtf


様式第10号の2の7(第16条関係)
(平13規則32・追加、平16規則16・旧様式第10号の2繰下、平20規則37・旧様式第10号の2の5繰下、平23
規則38・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00004036.rtf


様式第10号の3(第16条関係)
(平13規則32・追加)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001572.rtf


様式第10号の4(第16条関係)
(平13規則32・追加、平20規則37・一部改正)

様式第10号の5(第16条関係)
(平31規則31・全改)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001573.rtf
https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00011916.rtf












様式第11号(第17条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・平19規則1・平30規則37・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00011141.rtf


様式第12号(第18条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・平19規則1・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001576.rtf


様式第13号(第19条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・平19規則1・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001577.rtf


様式第14号(第20条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・平19規則1・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001578.rtf


様式第15号(第21条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・平19規則1・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001579.rtf


様式第16号(第22条関係)
(平7規則36・全改、平13規則32・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/word/k500FG00001580.rtf



